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制度改正の経過について
⚫ 令和５年以降、制度改正の検討を進め、令和７年12月議会へ改正案を提出し、12月19日付けで議決となりました。
⚫ 改正後の土地利用制度は、令和８年４月１日から施行されます。

■用途基準の拡充・弾力化 ●立地可能な用途の拡充 （事務所等） ●類似用途の許容

■空き建物・既存宅地の利活用に関する改正
●面積制限、位置制限の適用除外 ●特定開発手続の期間短縮
●空き建物利活用に関する認定指針の新設

■工業系開発に関する基準の精査
●一部用途の分類変更、見直し ●開発面積の上限新設
●危険な工場等の立地場所制限 ●開発可能箇所の要件緩和
●事業所敷地拡張の要件緩和

■防災まちづくりの推進 ●災害危険箇所における開発を原則禁止

■業務兼用住宅の要件精査 ●業務部分の用途に関する制限を新設 ●建物の外の利用を制限

■住宅系開発＠田園環境区域の要件緩和

●基本集落内外にわたる開発事業に関する基準変更
●過疎地域における最低敷地面積制限 緩和（特定認定指針）
●３辺準拠要件の新設 （特定開発認定指針）
●面積上限に関する要件の削除

■その他
●青空系開発の要件精査（拠点・準拠点市街区域）
●宅地分譲の上限新設（山麓保養区域）

【開発基準に関する改正】

■開発提案の有効期限を設定 ●開発提案書、特定開発提案書に、原則１年の有効期限を設定

■工事未着手案件に対する措置強化
●進捗状況や事業続行の意思の聞き取り等が可能に
●長期未着手案件等について、職権による承認取り消しが可能に

■説明会に関する要件精査
●説明会の開催場所や出席者（説明者）に関する規定の追加
●周知文書（個別通知、回覧板etc）の市への提出を義務化

■様式の刷新 ●各種様式を更新

【手続きに関する改正】
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■用途基準の拡充・弾力化
【改正の対象】
土地利用基本計画
田園居住区域、田園環境区域、山麓保養区域

⚫ 「店舗等」の分類に、銀行の支店、損保代理店、宅建業営業所の用途を新たに追加。

⚫ 「事務所等」の分類に、税理士事務所や建築士事務所の用途を新たに追加。

【田園居住区域／田園環境区域の改正】

【３区域共通の改正】

⚫ 用途基準を「限定列挙」から「類似列挙」へ変更 （＝「その他これらに類するもの」の規定を追加）

⇒ 基本計画に記載している用途に類似する業種について、基本計画に整合するものとして扱うことが可能に）

※類似用途の判断の事例は、別冊「類似用途の判断の事例（資料１－２）」を参照してください。

土地利用基本計画

【開発基準に関する改正】
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■空き建物・既存宅地の利活用関係

⚫ 前提として「主に地域住民の日常生活のために必要な施設」又は「居住・長期の入所が目的でない施設」であることが条件となります。

⚫ 業種の判断は、名称等による形式的な判断ではなく、設立目的や建築物の設計、利用形態等を総合勘案の上で判断します。

⚫ 「類似用途の判断の事例」は、土地利用基本計画の逐条解説資料の一部として公表予定です。

⚫ 別冊の表にない業種の判断については、土地利用審議会で調査審議の上で取り扱いを決定します。

R8年2月12日 改正土地利用制度に関する説明会
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■空き建物・既存宅地の利活用関係
【改正の対象】
土地利用基本計画 全区域
条例（第47条第２項）

⚫ 敷地面積上限に関する規定について、「土地区画形質変更を伴わない場合」は適用除外とする。

⚫ 建物面積上限に関する規定について、「既存建築物の用途変更の場合」は適用除外とする。

【田園居住区域／田園環境区域の改正】

【田園環境区域の改正】

⚫ 位置制限（基本集落から50ｍ圏内）の規定について、「既存建築物の用途変更の場合」は適用除外とする。

【全区域に関係する改正】

⚫ 既存建築物の用途変更に係る特定開発について、土地利用審議会の意見聴取が省略可能に。

⚫ 特定認定指針に「既存建築物の用途変更に係る特定開発」の要件を新設。

＝ 基本計画に整合しない業種についても、空き建物利用による開業について審査の余地が生まれる。

土地利用基本計画 条例（47条２項）

【開発基準に関する改正】
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■空き建物・既存宅地の利活用関係

⚫ 田園環境区域に於ける「宿泊施設」や「シェアハウス」等、基本計画に整合しない用途についても、上記要件で審査することが可能に。

特定認定指針

赤下線部の要件は、スライド下部の関連規定を参考に設計

関連規定
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■工業系開発に関する基準精査
【改正の対象】
土地利用基本計画
条例施行規則第８条第２号

⚫ 「業務・商業施設」に分類されていた一部用途を、「工業系」に分類し直した上で、工場を以下の３種類に大別。

（１） 地域住民の利便性向上に資する工場・事業所等 （自動車整備業、建設業、コインランドリーetc…）

（２） 市内や近隣自治体で産出される原料を用いる製造業 （食品製造、果実缶詰製造、製材業 etc…）

(３) その他の工場 ※田園居住区域では立地不可

【田園居住区域／田園環境区域の改正】

⚫ 開発地の状況により、敷地面積や建物規模の上限を設定

産業集積地周辺 → 規模上限なし

既存工場敷地内 → 規模上限なし

既存工場の隣接地 → 隣接工場の規模以下かつ 5,000㎡以下／高さ10ｍ以下

基本集落から50ｍ圏内 → 敷地面積1,500㎡以下／延床面積３００㎡以下／高さ10ｍ以下
（既存工場への隣接なし） （上記(１)、(2)の工場のみ建築可能）

⚫ 危険性の高い工場／周辺環境を悪化させる恐れのある工場について、基本集落等から50ｍ圏内での立地を制限

⚫ 既存工場＠小集落の隣接地での工場立地が可能に

【田園環境区域の改正】

商業地域・近隣商業地域で立地が制限される工場

⚫ 事業所敷地の拡張の要件から「敷地面積1,000㎡以下」を削除

＝ 既存敷地面積の１／２の敷地拡張が可能に

【全区域】

改正後の工業系開発の基準は、
ガイドラインP23-24を参照

【開発基準に関する改正】

正確には、「予定建築物（工場）の外壁等から基本集落等（※）
との間に、概ね50ｍ以上の距離を確保すること」

※工場用地、工業地域・工業専用地域の用途地域等を除く

複数工場のまとまりがある場合や複数工場に隣接する場合は、
「複数工場の面積を合算した規模以下」
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土地Ｂ

敷地5,000㎡

工場Ａ
敷地1,500㎡

基本集落（10戸連たん）
工場Ｂ

敷地5,000㎡

土地Ａ

敷地5,000㎡

【現行基準（於 田園環境区域）】 【変更後の基準（於 田園環境区域）】

（田園環境区域の集落の例）

土地Ａで新規工場を建築したい！

土地Ｂで新規工場を建築したい！

⇒ 承認（２ヶ月）

土地Ｂで新規工場を建築したい！

⇒ 承認（２ヶ月）

土地Ａで新規工場を建築したい！

⇒ 開発不可 （若しくは特定開発）⇒ 承認（２ヶ月）

土地Ｂで新規工場（危険性大）を建築したい！

⇒ 承認（２ヶ月）

土地Ｂで新規工場（危険性大）を建築したい！

⇒ 開発不可 （若しくは特定開発）

工場Ａ
敷地1,500㎡

基本集落（10戸連たん）

（基本集落未満）

工場Ｃ

敷地10,000㎡

土地Ｃで新規工場を建築したい！

土地Ｃで工場Ｃの敷地拡張を行いたい！

⇒ 開発不可 （若しくは特定開発）

土地Ｃで工場Ｃの敷地拡張を行いたい！

⇒ 承認（２ヶ月）

土地Ｃで新規工場を建築したい！

⇒ 承認（２ヶ月）⇒ 開発不可 （若しくは特定開発）

土地Ｃ

敷地5,000㎡
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■防災まちづくりの推進
【改正の対象】
条例第24条第１項第６号
技術規則第７条

⚫ 以下の箇所（災害危険箇所）における開発事業の実施を、原則として禁止に

・ 災害危険区域 （建築基準法39条第１項） ※本日時点で、市内に指定箇所はなし

・ 地すべり防止区域

・ 急傾斜崩壊危険区域

・ 土砂災害特別警戒区域

⚫ 例外的に、以下の開発は、災害危険箇所であっても実施可能

・ 自己の居住用の専用住宅の建築 ※業務部分を兼ねる住宅や宅地分譲（≠自己居住用住宅）は左記要件に含みません

・ 日常的に利用する居室を有しない建築物の建築 ※カーポート、倉庫等

・ 軽易な開発事業の一部 ※対象の行為はガイドライン参照

【全区域】

条例（24条１項６号） 技術規則（７条）

【開発基準に関する改正】
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■業務兼用住宅の要件精査
【改正の対象】
条例、施行規則、土地利用基本計画

⚫ 「戸建住宅」を以下の３種に大別し、種別ごとに立地基準を規定

⇒ 「兼用住宅」について、業務部分の用途・建物外の利用について制限が課されます。

「併用住宅」について、業務部分の面積の上限が課されます。

【全区域】
ガイドラインP9を参照

【開発基準に関する改正】



R8年2月12日 改正土地利用制度に関する説明会 10

■住宅系開発＠田園環境区域の要件緩和
【改正の対象】
土地利用基本計画
特定認定指針（住宅系用途）

⚫ 基本集落内外にわたる土地における開発基準が以下のとおり変更となります。

変更前）開発区域の面積が1,000㎡を超える場合、特定開発で審査

変更後）基本集落外の土地が1,000㎡以下かつ３辺接続状態の土地は、承認手続きで審査可能

【基本計画の改正】

【フローチャート（条例手続きの判断）】

道路

基本集落外（500㎡）

基本集落（1,500㎡）

基本集落

【イメージ図】

改正前）開発面積1,000㎡超のため特定手続で審査

改正後）３辺接続&基本集落外1,000㎡以下のため、承認手続で審査

開発区域

【開発基準に関する改正】
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⚫ 過疎地域（明科地域）に限り、最低敷地面積制限を「概ね250㎡以上」に緩和します。 （原則：300㎡）

⇒ 明科地域に限り、１区画250㎡の区画割の宅地分譲を、特定開発で審査可能に

⚫ ３辺”準拠”状態の土地を、特定開発で審査可能に

※３辺”準拠”の要件は、以下条件に合致する土地に限定

①開発区域が矩形（長方形・正方形）又は準じる形状（台形等） ②開発区域の長辺が基本集落等に接続

【特定認定指針の改正】

１辺が基本集落
１辺が小集落（10戸未満連坦の集落） に接続
１辺が道路

３辺”準拠”要件で審査可能な土地の例 ３辺”準拠”要件に合致しない土地の例

長辺が基本集落等に未接続

⇒②の要件に合致せず

敷地が矩形等でない

⇒①の要件に合致せず

基本集落

小集落

⚫ 面積上限に関する規定（概ね5,000㎡以下）の規定を削除 ※全用途に関する指針で要件削除

⇒ 5,000㎡超の開発を特定開発で審査可能に （開発内容により、従来通り地区土地利用計画の策定を求める場合があります。）
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■その他
【改正の対象】
土地利用基本計画

⚫ 駐車場の開発上限を、1,000㎡から3,000㎡に引き上げます。

⚫ 一低層、二低層、一中高層、二中高層地域における洗車場や資材置場等の開発を制限します。

⚫ 太陽光発電施設の開発上限を、1,000㎡から200㎡に引き下げます。

【拠点市街区域】

【開発基準に関する改正】

⚫ 産業集積地の範囲を拡大します。（青木花見・島新田産業団地）

【田園環境区域】

⚫ 宅地分譲について、「敷地面積1,000㎡以下」の制限を新たに設けます。

【山麓保養区域】

土地利用基本計画
（拠点市街区域）

土地利用基本計画
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■開発提案の有効期限を設定
【改正の対象】
条例17条、40条

⚫ 開発事業提案書（様式第５号）、特定開発事業提案書（様式第27号）について、原則１年の時効を設けます。

⇒ 提案書の提出から１年以内に、承認申請書／認定申請書が提出されなかった案件について、

「案の取下げがあった」とみなし、職権処理を行います。

【手続きに関する改正】

条例17条７項 （開発提案関係）

条例40条７項 （特定開発提案関係）

速やかな条例手続きに、ご協力をお願いします。
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■工事未着手案件に対する措置強化
【改正の対象】
条例37条の２

⚫ 工事未着手案件に対して、進捗状況や事業続行の意思の聞き取り等が可能に

⚫ 以下のケースについて、職権による承認取り消しが可能に

・ 事業廃止の意思を有しながら、廃止届を提出しない場合

・ 完了予定日から10年が経過してなお工事に着手せず、事業続行の意思や能力に欠ける場合

・ 開発区域内の地権者の権利保護の観点から必要があると判断した場合

【手続きに関する改正】

条例37条２

事業承認後は、速やかな工事着手・完了報告に、ご協力をお願いします。
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■説明会に関する要件精査
【改正の対象】
施行規則14条

⚫ 説明会は、原則として開発予定地が位置する区の地域内で開催する（＝区公民館等で開催する）

⚫ 開催に際しては、個別通知、区内回覧、開発予定地への標識設置等により事前周知を行う

⚫ 個別通知、区内回覧の範囲は、市長や区長と協議の上で決定する

⚫ 個別通知や回覧、標識設置を実施した場合、当該文書の写しや写真等を市に提出する（メールやFAXも可）

⚫ 説明会当日は、以下事項に留意すること。

・ 開発事業者本人（法人の場合は、代表者や役員、開発事業に関する決定権を有する者）が出席すること

・計画は具体的かつ平易に説明するとともに、図面等の文書を効果的に活用すること

・質疑応答の時間を設けること

・市に対して意見書の提出ができること、意見書の提出期間を説明すること

【手続きに関する改正】

規則14条

記載事項の一部は、これまで
ガイドラインで規定していまし
たが、改正を機に条例施行規
則で規定しました。
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■様式の刷新
【改正の対象】
施行規則

【手続きに関する改正】

⚫ 改正にあわせて、ほぼ全ての様式を刷新しています。

⚫ 一部様式を除き、押印欄を削除しました。

⇒ Ｒ８．４．１以降に条例手続きを開始する案件については、新様式により手続きをお願いします。
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おわりに

⚫ 以下資料は、市ＨＰで公表しています。

・ 各種例規 （条例、施行規則、技術規則、土地利用基本計画、特定認定指針）

・ 様式

・ 土地利用ガイドライン（第4版）

⚫ 以下資料について、現在作成を進めています。（２月中に市HPで公開予定）

上記例規やガイドラインとあわせて、条例手続きの際に参照してください。

・ 逐条解説（条例、規則、技術規則）

・ 逐条解説（土地利用基本計画）

・ 解説資料（特定認定指針－ 「Ⅲ．事業認定の判断の視点」）

市内適正な土地利用の推進のため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


